
の違挽体制が辞保されている   

ないJ消防本部も1本部あった。  
・ドクターバンク事業、医師研究資金貸  

＜利用していない理由＞  与事業など医師確保対策の充実を図ると  
・当消防本部管轄内には、総合病院が3施  ともに、医師の勤蹄負担の軽減や】臨場環  

設あるため。  境の改善を促し、医師の離瞳防止・確保  
・医療機関も少数であることから問い合わせ  を図るための各種施策を総合的に推進し  
等がスムーズであり、間送が生じた例は無  ている。  

い。  
一近隣の病院での受け入れが可能。  
・包括医療協確会等の協力により輪番制が  
構築されており救急搬送に現在支障はな  
い。  
・管内及び膀擁する二次医療眉の医療機関  
が少ないため、電話連絡した方が早い。  
・情報システムを活用する前に、傷病者の掛  
かり付けや近隣の産嬉人科標緯医療柱間  
に収容できているため。  
・更新されていないので利用していない。救  
急隊が直接病院へ電話したほうが早い。  
・情報が不正確であり参考にならない。必要  
な情報が少ない。  
・情報システムがリアルタイムの情報でな  
い。  
・当消防本部管内の総合病院・産婦人科医  
院で、産科救急の全てを受入れていただい  
ているため。  
・周産期救急情報システム（周産期応需惰  
報）について知りませんでした。   

21   三次周産期医僚機聞及び救命救急セ  大字及び医師会等と連携をとり進めてい  
いる。   制を確保している。   る。   発を行なっている。  知を図っている。  る。   

る。システム改修により対応予定。   の対応について、二次周産期医療機関を設置し、対応を依頼している。  
いが、一部では実施されている。  
消防機関においては、緻急活動の医  
学的禎点から医師による事後楼蘭は  
実施しているが、搬送に関する検証が  
実施されていない場合もある。  

22  過去に、問題となった搬送症例はな  20年度かb回数増となるので、それに 県内市町は20年度かb、全て5回以上ム費助成  

確保されている。   確保されている。  い。   ている。  確保できるよう分娩乗用の値上げが必  合わせて各種広報を実施予定。   する。  
撞い。  医師確保対策も積極的に進めている。   要である。  

23   
は、会誌や、マニュアルにより、病院と  は．同一医療機関内では、r小児科・婦        に対応する2次及び3次医療機関につなぐ産  症例の受入には対応しているものの、  診及び早期の妊娠届出の勧奨について   」を受け、県は市町村l＝周知した。核市以外）で5回以上の公費負担健診実施とな  

荘        く′、＼る中地域   リ同医療圏の産科医が不足している‾   る予定である  
院中13病院が「病状にかかわらず産   名古屋地区 391．231円   名古屋市では、妊婦健康診査の受診勧   奨等を実施Lている．  （19年8月現在）  

科に必ず連絡する」と回答した。（注：全  8病院中14病院」が達観できていると  できる体制はとっていない。   されているとまでは言い難い。  システムを整備Lてきた。（平成10年  療体制の確保という観点から、救命救  その他の医療圏においても、分娩対応を  尾張地区 373．344円   ・母子健康手帳交付時に全妊婦に配布   する冊子等による周針啓発の実施  公費負担回数 全国平均 28匡】  

救命救急センター13と全周産期母子  回答した。  特に、夜間の分娩対応について、名  廣一）   急センター農事が集まる全書引こおい  休止している医療機関が存在しており、  三河地区 359．727円   ■母子腱康手帳交付時の妊婦面接での   周知・啓発、受診勧奨の実施  愛知県平均4，2回  

医横センター12を対象に調査した。但  古屋市以外では、産科における錨苓制  て、単発的に産科の搬送症例について  実施  
し重複する病院が7箇所あるため、病   を細めるほどの医療横間がないこと、  遁諭したことはある。また、月産期医療   正常分娩費用は、自由診療のため指   

院数は18）   まっている。  また現実に行われている当直やオン  協靂羞会に県の消防保安課が参加し、  
コール体制での医師の夜間勤務体制  産科の搬送症例について法苛としたこ  
では、Z4時間体制を必要とする産科医  とがある。   においても、全国38．7人に対し、本県3  

療では、十分な医療体制といえるのか  6，2人と全匡】平均を下回っている。  

甚だ疑わしい現実である。  なお、産科医の充足状況については、2  

4時間体制で出産に対応する産科医の  
特性から、何をもって「充足Jしていると判  

新できるのか不明であるため、産科医の  
必要数の明確な基準が必要と考える。  

産科医確保対策については、本県にお  
いてもドクターバンクなど県独自の取組  
に努めているが、産科医の総数が減少す  
る中で、県レベルの取組には限界があ  
リ、24時間体制で出産に対応しなけれ  
ばならない産科医の特性や、出産に伴う  
リスクについて十分配慮した上で、国レ  
ベルの抜本的な対策を検討・実施する必  
要があると考える。   

24  確保されている   利用できない   産科医療体制は確保されている。  行われている   医師・歯科医師・薬剤師調査（夜間・休日  実施している  行っている  県内全ての市町において、平成20年4月から現  
県内において空白時間帯は存在しな  なし）により、2年に1国産科医の充足状  行のZ回から5回に助成回数を増やす予定となっ  

いっ   況の把握をしている。その上で医師確保  ている。  
対策に取組を実施している。   

25   妊婦自身でリスクの自己評価ができる    母子手帳交付時に受診勧奨を行うとと公費負担の回数増加にむけて、県内市町が現在  
への連携体制が確保されている。  ている。他院への連絡や相談体制を  妊婦・新生児の緊急搬送システムを捕吏している。  間を要した事例はない。   わトワーうの12病院の時間外診療の体制  ように母子手帳別冊にリスクスコア宗  

とっているところもある。   については把握している。  を掲載し、啓発している。  を行っている。   
取組については、県内における医師の地  
域偏在、診療科偏在に対応するため、医  
師の確保や蔵嵯防止等にかかる対策  
を「滋賀県医師確保総合対策車菓」として  
多方面から実施している。  
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ない挟撃となっていないか。   

26  京都府  導入している   1日2回必須、その他随時   入力者がシステム等に精通している割  入力看が空床情報等の確認を行って  緊急処置や手術の状況が入力舌に伝  夜間・休日においても入力体制が確保  情報センター職員が直接行っている。  医療橡関や消防捻関の意見等を踏ま  「産科」の区分が設けられている  固定されていない   明らかな夏呉りについては、瞼員が機関  
更新データは速やかに提供データに反映  いる割合 91％   速される仕組みになっている割合8  えシステムを見直し、4月から新システ  に確認の上修正   
されている。   4％   ムで運用予定  

27  大阪府  専入している   状況変わる度（37病院）   精通している（T37病院）   行っている（lブイ病院）   伝達される（154病院）   入力可（†55病院）   ○システム管理者によるフォロー  囲っている。   設けている。   変更がある都度入力することが原則で  ○システム管】翌者による確認  
1日2回以上（】42病院）   やや精通（5之病院）   行っていない（16病院）   伝達されない（37病院）   入力不可（35病院）   委托先である府医師会の救急医療惰  あり、固定化はLていない。   委託先である府医師会の救急医療情  
1日1巨l（卑0病院）  あまり精通していない（8病院）  その他、未回答（g病院）   その他、未回答（10病院）   報センターにおいて、必要に応じ督促  報センターにおいて、必要に応じ確認  
Z－3日に1回（1病院）  その他、未回答（3病院）   している。  している。  

※対象は救急告示医療機関（同産期緊急  ○消防本部によるフォロー  ○消防本部による羅認  
医療体制参加病院及び救急協力科目が  常に行っている1機関  常に行っている1機関  
精神科のみの病」浣を除く）  行ったことがある10機関  行ったことがある7捜関  

（以下同じ）  行ったことがない22校閲  行ったことがない23機関  
不具合が生じたとき1機関  不具合が生じたとき3機関   

28  兵庫県  導入している   更新頻度等について医療挫関に確認のう  
え点検を実施したところ．多くの医療機関  ている割合798％   される仕細みの整備704％  
では1日に2回は更新しているところであ  
る。また、入力者がシステムに精通してい  
る割合及び入力者が空床情報等の確認を  
行っている割合とも約8割程度となってい  

るのに比して、緊急処置や手術の状況が  
入力者に伝達される仕組みとなっている医  
療横間は約7割となっており、若干低〈なっ  

ている。   

29  奈良県  導入している   1日2匡（32病院）、3回（7病院）、4回（2  平日：医師（1病院）、看護師（3病院）、  ある（28病院）、なし（1B病院）  （代替入力看が確保されている）  1日2同更新の督促を実施（センターか  囲っている。（毎年講習会を実施）  区分していなかったが、システムを改  更新状況を確認し未更新の医療機周  更新状況を確認し未更新の医療橙関  
病院）、随時（8病院）  事務瞳員（42病院）、警備員（1病院）  いる（44病院）、いない（2病院）  良し対応済み   には督促を実施（センタ←から督促）  には督促を実施（センターから督促）   

（即時†生の確保）  休日夜間二医師（3病院）、看捜師（3病  （休日夜間の入力体制）  
合致（42病院）、合致していない（4病院）    院）、事務職員（40病院）、警備員（2  いる（44病院）、いない（2病院）   

病院）  

30  和歌山県  導入している   分娩取扱い救急応需医療機関（全14機  まとんどの分娩取扱い緻急応需医療  分娩取扱い救急応需医療校閲では、  分娩取扱い救急応需医療機関の多く  まとんどの分娩取扱い救急応需医療  システムの自動督促メールにより、更  現行システム等入時（平成17年7月）  設けていない。   入力内容は基本的に更新されており、  システムの管理者等が、一般県民から  
関）の多くが、少な〈とも1日2回の更新を  機関において、入力する際には当該医  入力看が空床状況等の確認を行って  で緊急処置や手術の状況が入力者に  校閲において、夜間・休日においても  新を行っていない匡標機関に対して昔  吉でに医師会、病院協会など医療機関  表示内容が国定されているということ  の電話照会があった時に、案内先の  
行っている。   療捜関の機能・体制等に精通している  伝達される仕組みとなっている。入力  はない。   医療機関に対して、確認を行ってい  

者を充てている。そうでなし、舌が入力  舌に伝達する仕組みがない場合でも、  テムの管理者が督促を行っている。   る。   
する場合でも看桂部門からの報告に  システムの端末で手術室の状況が分  ム専門委員会において、システムの内  
基づき入力を行っている。   かるようになっていたり、入力者が必  容について検討を行っている。また．  

要に応じて照会を行うなどしている。   導入時には県消防長会総会でシステ  
ムについて説明を行うなど消防本部へ  
の周知を図るとともに、その後も必要  
に応じ消防後閑と個別に協繕を行って  
いる。なお、専人後においても、システ  
ムの管理者である救急医療情報セン  
クー事務局職員が、システム参画医療  
楼閣からの電話照会に応じる体制を  
とっている。  

31  鳥取県  導入している   原則1日1回更新」ている。  入力する体制が確保されている。  行っている。（具体的に？）   周知を盛っている。   宿日直医情報は診療科が分かるよう  行っている。   
即時ではないが、この更新で特に問題は  になっているが、空床情矧こは診療科  
生じていない。  による仕分けは無いっ   
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マニュアルの作成57％  

消防機関への情報提供8％   

27  大阪府  はい（154病院）   （体制の確保）   （ホットライン）   作成している（85病院）   全ての救急隊に配置されている（34消  救急隊員による産科・周産期傷病者の  搬送受入照会については、ほとんどの  大阪府内においては、二次医緑園ごと  
いいえ（36病院）   確保されている（40病院）   敷設されている（109病院）   作成していない（85病院）   防機閲すべて）   観欝については、ほぼ全ての救急隊で  消防横屈で現場の救急厚と指令セン  ＝8つの地域メディカルコントロール協  
その他、未回答（10病院）   確保されていない（3病院）  敷設されていない（85病院）  その他、未回答（30病院）  可能であるが、一部不可能な救急隊も  

その他、未回答（2病院）  その他、未回答（6病院）  存在する。  過半数の消防捜関は搬送受入照会の  
全ての政急隊で可能29機関  

（照会応答マニュアルの作成）  （対応看）  一部の枚急陳では不可5機関  
作成されている（lg病院）  医師（2】病院）  定めている消防機関は5機関であり、  
作成されていない（20病院）  医額従事者（49病院）  産科・周産期傷病者の救急搬送に関  
その他、未回答（1病院）  事務職邑（43病院）  し、医療機関への連絡方法等を示した  

その他、未回答（11病院）  手順書のない消防本部がほとんどであ  
（マニュアルの共有）  ※複数回答  る。  救急隊と指令センター双方が早期に  
共有されている（2病院）  手順書がある1捷関  連携し照会を行う等の体制  
共有されていない（15病院）  手順書はない33機関   体制がある26機関  
その他、未回答（2病院）  状況に応じて連携3機関  

体制なし5機関  

搬送受入照会の手厳などについての  
ルールの定め  
書面でルールを決め2機関  
ルールあり書面なL16機関  
ルールなし15機関  
状況に応じて対応1操閏  

ルールを定めるにあたっての搬送受  
入れ医療捷関等との調整  
調髪した2機関  
一部のみ調整3撞関  
調整なし13検閲   

28  兵庫県  ・搬送照会に対し直ちに受入判断を  ・上記体制がとられていない場合、速  ・救急医療怯関における消防機関か  県北部の但馬地域から鳥取県（鳥取市内等）及び県中北部の丹波地域から京都府（福知山市内）への  
行える者が直接対応する仕組の整備  

866％  

県境を越える救急患者搬送の実悪があることについて承知している。  
695％   現時点では府県間での搬送に係るルールの設定はできていないが、救急医療情報システムでの  

パスワード提供などの取掛ま既に進めており、今接ルール設定等についても協揺を進めていく。   
・照会マ＝ユアルの作成288％   

29  奈良県  平日二医師対応（4病院）、医師に確認  （速やかに受入判断行える体制）  ある（2病院）、なし（8病院）   いる（7病院）、いない（3病院）■  いる（13消防）100％   税額可能（12消防）、不可（1消防）  ある（13消防）100％   ある（13消防）100％   把握している（10消防）、いない（3消  ルールが定められている（2消防）、い  できる（13消防）100％  
し看護師対応（20病院）、医師に確認  うち  手順書ある（13消防）  防）   ない（11消防）  
し事務員対応（24病院）、その他対応  医師対応（0病院）、医師以外（2病院）  

ある（2病院）．なし（8病院）  
医療機関が定められている（1消防）、  

（2病院）  いない（12消托方）   

休日夜間：医師対応（6病院）、医師に  

確認し看護師対応（16病院）、医師に  

確認し事務員対応（27病院）、その他  

対応（1病院）   

30  和歌山県  多くの分娩取扱い救急応需医療機関  上記休制がとbれていない医療捜関  分娩を取り扱っ救急告示医療個傑  分娩を取り扱つ枚急告示医探校閲のつ  救急隊は全て赦急課程（標準課程、Ⅱ  枚急課程の特殊病態別応急措置にお  受入照会のみならず、枚急業務全般  当県においては地域MC協指会は未  把握していない。   

で当該体制をとっている。   すべてで∴悪口から院内の医師等に対  （全12機関）のうち約半数で敷設され  ち約半数で作成。   
周産期の緊急医項の広域連携休制埜  三重県、大阪府、奈良県の応需情報  

課程、若しくはl課程）を修7した3名  いて、妊婦の規寮・処置を修得済み。  （病院選定、医師の指示・指導要請、  設置、具MC協絹会にあっても該当す  
し、速やかに受入判l折の照会を行える  

附こついて、現在近畿プロッケ知事会  にアクセスできるようになっている。  
以上で編成されている。  羊暇書等はない。   応援要請、ドクターカー・ドクターヘリ要  

体制が確保されている。  
注参加府県（福井県、三重県、滋賀  

県下62階の内、5別項において救急枚  清等）について、救急隊と本部指令セ  
上記医療機鰯のうち半数で照会応答  

県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良  
命士を運用（常時連用47隊＋一時運  ンターの連携体制は構築されている。   

マニュアルが作成されている。  
県、和歌山県、徳島県）で担当部署に  

用11隊）している。  
上記のマニュアルを作成している医  

よる検村会を設置している。それぞれ  

療捜関のうち半数で地域の消防本部  
の府県で、広域搬送調整の拠点となる  

にも情報共有されている。   る。  
広域搬送調整拠点病院を投置してい  
るが、搬送手順等の詳細については  
今後検討していくこととなっている。   

31  鳥取県  とられている，   一部の救急医療捜関では窓口を通  配置されている．   手順書等はないがルールは徹底され  とられている。   県（の消防担当部局）としては把握して  
す体制となっているが、この場合でも  

図られていない。   
ている。   おらず、県内の消防局において独自に  

医師等につなげるためのマ＝ユアル、  把握しているところがある。   
ルールが関係者に共有されている。   
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て、医療機関、消防 
係者による検証が行 

26  京都府  約4割が確保されている   確保されている   利用できる体制がとられている   産科に係る医額体制が構築されてし＼る。  MC協議会等において検証が行われ  一部把握している   妊娠届及び母子健康手帳交付時に、  地域住民に対しては、市町村広報等で  平成19年度の各市町村における妊婦健康診査  
夜間等空白時間は存在し≠‾い  ている   若年出産（10代の妊婦）、高齢出産、  
ハイリスク症例の受け入れ体制が確立されている，  医師確保の取り組みも実施している（奨  未婚等、支援が必要と思われる妊婦  

字金制度、研修・研究事業など）  には面接、又は後日保健師が家庭読  
間を実施し，必要に応じ医療撞関への  につき2回（妊娠前期、後期にそれぞれ1【司）の  
受診勧奨等を行っている。   祉診費用を公費負担。  

平成19年度は．公費負担回数を増やした市町が  
4か所、平成20年度に回数を増やす予定の市町  
村が18か所となっている．20年度には、全市町  
村のうち約9割の市町村が公費負担回数を増や  
す措置をとる予定。   

27  大阪府  確保している（16病院）  確保している（14病院）  下記の大阪府保健医療計画（案）を参  同   左   行われている。  ∈・・二・・・   分娩黄用については一部把握してい  
確保していない（4病院）  確保していない（〃南院）  照隙います。  る。  
その他、未回答（5病院）  その他、未回答（1病院）  大阪府内においては、二次医療思ごと  具体的な指琴・助言は行っていない。   

htゆ：／／www♪ref．osakajp／iryo／keikaku／  に8つの地域メディカル⊃ントロール協  
PUbJrtml  法会を投首し、救急活動に関する医学  

的事後検証体制を整備Lてし＼る。  

28  兵庫県  ・救急部門が妊婦搬送照会を受けた  ・産科部門において他部門の診察を  本県のシステムにおいては、消防捷関が周  本県の保醒医横言十画では、原産期医療に係る医療体制の構築について記載し  本県では、r地域医療確保対策」を昨年3月に策定し、県内勤務医師の量的確保   ①妊娠・出産に伴うリスクがあった塙  ③妊婦健康診査の受診勧嘆を行って  平成20年1月4日時点の実施状況では、兵庫県  
場合の産科部門への連携体制の整備  必要とする患者の搬送照会を受けた場  産期医療情報システムを活用できる体制が  ている。それに基づき県内を7圏域に区分し、総合周産期母子医療センター（1  対策や医師の偏在対策など、総合的な取組を進めている。  合に、医療機関を受診することの啓発  いるか   平均l．6匡lの公費負担が行われている。  

22．9％  合の救急部門への連携体制の整備  以前からとられているところである。  カ所）及び地域局産期母子医療センター（9カ所）を整備し、ハイリスク症例の受  産科医師の確保については、医師の診療科対策として、産科医師の多い女性医   活動をおこなっているか   ・行っている 35市町（85．4％）妊婦配  ○ 公費負担回数状況（平成20年1月4日時  
439％  人体制を確立している。  師の再就業を進めるために、離・退戦した女性医師等のための女性医師再説某   ・行っている 30市町（73．2％）妊婦配  布冊子に啓発文掲載、電話・訪問  点）  

一方で、全国的な産科医師の不足を受けて、本年4月改定予定の保健医額計  支援事業や、後期研修医の県瞳員採用等の施策を進めている。  布冊子に啓発文を掲載、  ・今後行う予定4市町（9．8％）マタ  
画の中では、圏域の見直し等を実施する予定である。  ・今後行う予定3市町（73％）HP掲  2回21市町  

載等  ・行っていない2市町（4．8％）  3回0市町  
・行っていない8市町（柑5％）  4回0市町  

④妊婦健康珍重に公費負担措置さ  
②妊娠の兆候があった場合に医療  
撞関を受診することの啓発活動をおこ  
なっているか  チラシ、ポスター、市広報、HP掲載  

・行っている11市町（26．8％）  

ポスター・チラシ、HP掲載等  
・今後行う予定8市町（19．5％）  

・行っていない22市町（53．7％）  

29  奈良県  いる（8病院）、ない（1病院：   いる（8病院）、ない（1病院）   利用はできないが、コーディネーターを介し  （医療計画に）周産期医療体制につい  いない。（5月末までにセンターを整  一部あり。（昨年8月の事案は検証。今  把握している。（県内医療機関に調査を  分娩費用については一部把握してい  実施している。   受診勧奨を行っている。   全国平均を下回る。（市町村に対し、充実を要請）  
て利用できるよう改善（全ての曜日の配置  後周産簸医療協法会を設置し検証予  る。  
はできていない。）   は言い難い。  定）   取繕も実施している。（修学資金貸与制  

夜間に分娩取り扱う医療級関や助産  度、ドクター′くンク事業など）  （なお、県立病院については、県下の  
所帯の確保については、一部空白ある  状況を参考に改訂する予定）   
が確保（空白日を在宅当番区制、病院  

群輪番制により体制確保を協措中）   

30  和歌山県  連続体制が確保されている。   連携体制が確保されている。   同産期救急情報システムは、県内の産科と  産科について、同じ医療捜関又は県内  ハイリスク症例については、県立医科  過去3年間において間送となった搬送  夜間、休日における産科の診療体制は  まぼ把握している。特に指導等は行っ  妊娠・出産に伴うリスク等については、  平成19年度地方財政措置の中で、  平成19年度は、中核市を除く県内29市町村の  

N】CUを併せ持つ5医療機関について、それ  同上1引疎琵の他の医療機関の救急部  大字の総合周産期母子医療センターを  症例がない。   把握できている。   ていない。（多くの依関では、30～40  市町村において母子健康手帳を交付  妊婦健康診査も含めた少子化対策に  うち1市が3回分の公費負担とした他は妊娠前期  
ぞれのNICUの空床情報、母体搬送の可  門との遵挽が図られている。   中・bとして、社会保険紀両病院の地域  わかやまドクタ→バンク制度、育三州医師  万円。）   する際に、様々な妊娠中の健康を守る  ついて総額において拡充の措置がな  1回、後期1回の合計2回の公費負担となった  
否、夜間当直医等の情報をインターネット上  また、県内の全医療圏において、夜間  周産期母子医療センターや日本赤十  ネットの運営などにより、産科医師の確保  ための注意事項等を解脱した、県が発  されたことを各市町村に通知するととも  が、今後公費負担の充実が因られるよう引き続  
で公表しており、消防横間も利用することは  に努めている。  行する「赤ちやんとお母さんの健康ガイ  
可能である。   制で待機している。   病院、診療所、助産所等からの搬送を  ド」を妊婦にあわせて配布してもらい、  

受け入れることとしている。  啓発を行っている。手た、妊娠の兆候  
があった場合の医療機関受診や妊婦  
健康診壬の受持勧奨については、厚  
生労働省から送付を受けた図案等をも  
とに、市町村に対して啓発活動を依頼  
する等、捜会を捉えて啓発活動を行っ  
ている。   

31  鳥取県  確保されている。   確保されている。   周産期救急†吉報システム（ネットや専用個  医療機関と自治体の関係者等による  各自治体により取組状況は様々であ  各自治休により取組状況は様々であ  〔現状〕  
緑等によるもの）は未整備   ハイリスク妊娠に対応するチームを作   る。  る。  県内19市町村のつち、1町が7回分公費負担、  

ている事例有り。   調査を実施したが、夜間・休日の診療に  〔実施例〕  〔実施例〕  1町が5回、2市が3回、残りの市町村は2回。  
関する充足状況までは把握していない。  ・ホームページでの呼びかけ  ・ホームページでの呼びかけ  
当主亥調査結果は、医師確保対策にか  ・母子手帳発行時の保馳附こよる指  

かる平成20年度当初予算要求の資料と  専  ぴかけ及び保健師による指導  
して着用している。  ・健康教育の場の設定  ・妊婦教室を開催時での呼びかけ  

・健康ガイド・市報への掲載等  
載  
・電話や訪問による対応等  
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32  島根県  島根県では救急医療情報システムは導入しておらず、搬送照会は専用回線電話・救急無線等により行われている。  

当県の実情として、各地域で救急搬送の受入を行う病院は限られており、特に産科についてはごく少数の特定の救急病院しか該当しない。  
この実態は、消防機関の救急隊にも周知されており、救急隊からはその少数の特定の救急病院に対して照会が行われる状況にある。  
このため当県では、近接地域の多数の医療機関から受入可能な病院を選択することを目的とLた当該システムが有効に活用される状況にはないと考えられ、  
消防緩閻・医療捜開からも当該システムが利用できないため支障が生じている旨の意見・報告が寄せられることもない。   

33  岡山県  専入している   更新頻度が少ない医僚機潤も見受けられ  岡山県から．更新のない医録機関に  
るが、概ね適正に更新されている。   対して、朝夕2回書促を行っている。   療捜関も見受けられる。   の照会を行っている。   

34  広島県  導入している   「赦急医療情報システム」は．受入体制に  受入体制に変わりがない場合は．1日に2回自動的に更新されている。受け入れ体制が変わった場合は．随時更新さ    システムの入力端末は．常に入力可  r広島県救急医煽情報ネットワークシ  「救急医療情報システム」の診療科別  「救急医療情報システム」は 受入体  事実関係について．照会は行っていな  

変わりがない場合は．1日に2回自動的に  能な状登である。  い。  

更新されている。受け入れ体制が変わった  や消防本部に周知を図っている。   
場合は．随時更新されている。   けていない。   制が変わった局舎は．随時更新されて  

いる。   

35  山口県  導入している   ・毎日（1回以上）  34機関  ・精通している    35捜関  ・確認している    27機関  ・伝達されている   17捜関  ・入力できる  23捜閤  本年度実施したシステム運用説明会  システムの運嘗管理を委託している情  システムの診操科別の応需情報lこお  更新している医療捷関については、内  システムの運営管理を委託している情  
・その他  10機関  ・精通していない    9機関  ・確認していない   17機関  ・伝達されていない   27機関  ・入力できない    21捷関  において全てのシステム参加医療機  容を更新している。   報センターにおいて、表示内容につい  

関に対して入力更新をお弾いするなど  て、随時、確認を行っている。  
取組みを進めているところである。   

・地域の消防本部による表示内容につ  
いて、電吉舌照会等の確認。  

確認している3本部  
（確認方法：現場から車載挽帯によリ  

確認、毎朝電真書で確認）  
確認してい尤‾い†0本部   

36  徳島県  システムに参画している医療怯関（以下  上記体制の確保にあたっては．平日における入力体制は 現在のところ．督促等の実施はできて  システム導入時に説明会を開催して以  「産婦人科」という区分になっている。  システムの更新に関しては各医療機  
「医療機関」という）において．現在，随時  各医療機関において確保できている。  いない。   降．積極的な周知は行えていない。  関での対応となっており．県としては  らず現在は 社会搬送時に消防機関  
の更新を行っている医療機関は少ないの  当抜医殊機関の桂能・体制等に精通している者が入力をしている体制もとられているが．  
が現状である。刻々変化する空床状況等  

現在のところ表示内容の確認等は出  が個別に電蒼古をして昭ムをしていると  
を入力する人員の確保が一番の課題であ  来ていない。   いう運用である。   

るが．今後．随時の更新について協力をお  

師いするとともに∴緻急医療機関と消防の  
一層の連続を因っていく。   

l∋   ウ亡■’  
ている医療捜閏はほとんどなく、即時性を  更新がなされていない医療機関につ いては 
有した入力となっているとは言えない。   、入力を督促するメッセージを画  諾した上で入力していると考えており、  

面上に掲示している。また、昨年9月  表示内容に変更がな〈ても問題はない  
には各救急告示医療機関に対」、覇  と考える。   
夕2階の更新等の協力依挿文書を送  
付している。   

38  愛媛県  導入している   県内のシステム参加医療惚」笥に対し、1日  県内の保腫所において、医療機関の  
2回以上の更新を依頼しているが、入力担  

設けられていないL産婦人相のみ）。  更新されているかどうかは把握は出来  
応需情報を確認（原則毎日）し．入力が  

当人員の不足など医療機関側の都合もあ  
るが、表示内容が固定されているかど  

低調である医療機関に対して、適宜、  
リ、更新が婿繁に行われていない横間も見  

うかは把握が困難である。   
積極的な入力を依頼することとしてい  

られる。   る。   
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